
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下関市保健部 

令和６年度 

下関市食品衛生監視指導計画の実施結果報告書 



Ⅰ 食品衛生監視指導業務 
 
１．営業の許認可並びに監視指導業務 
  食品衛生法に基づく許可申請、届出書の受理、許可調査等を行い、許可証を交付した。 

また、給食施設、食品製造施設等の届出業種の届出書を受理し、監視指導を実施した。 
 
 
（１）旧食品衛生法の許可を要する営業施設と監視指導状況（監視総数） 
 

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30 年法律第46 号）による改正前の食品衛
生法（旧食品衛生法）に基づく飲食店営業等３４業種の監視を実施した。なお、令和３
年６月１日以降は旧食品衛生法に基づく新規及び継続許可申請を受付けていない。 

 

 業  種 施設数 監視実施件数 新規件数 継続件数 

飲
食
店
営
業 

一般食堂、レストラン等 ５２７ １９ － － 

仕出し屋・弁当屋 
（うち、大量調理を行う施設） 

３４（５） １（０） － － 

旅館 
（うち、大量調理を行う施設） 

２２（４） １（１） － － 

その他 １２１ ８ － － 

 菓子製造業 
（うち、生菓子類の大量製造施設） 

９４（１） ５（０） － － 

乳処理業 ０ ０ － － 

 乳製品製造業 １ ０ － － 

 食肉製品製造業 ３ ４ － － 

 魚肉練り製品製造業 １０ ７ － － 

食品の冷凍または冷蔵業 ２４ １ － － 

 魚介類販売業 
（うち、自動車、冷凍魚介類） 

６３（４） １０（０） － － 

 魚介類競り売り営業 ２ ０ － － 

食肉販売業 ２６ ２ － － 

 麺類製造業 ８ ２ － － 

 そうざい製造業 ２７ ０ － － 

食肉処理業 ５ １ － － 

みそ製造業 ４ １ － － 

しょうゆ製造業 ３ ２ － － 

添加物製造業 ２ ０ － － 

 アイスクリーム類製造業 １１ ３ － － 

 あん類製造業 ０ ０ － － 

 その他の業種 ９７ ３ － － 

計 １，０８４ ７０ － － 

 



（２）改正食品衛生法の許可を要する営業施設と監視指導状況（監視総数） 

 
食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30 年法律第46 号）による改正後の食品衛

生法（改正食品衛生法）に基づく飲食店営業等３２業種の新規申請、届出書を受理し、
許可調査を実施、許可証を交付した。 
なお、改正食品衛生法に基づく申請はすべて新規の取扱いとし、営業を継続している

施設についても新規申請として計上した。 
 
 

業  種 施設数 監視実施件数 新規件数 継続件数 

飲食店営業 

（うち、大量調理施設） 

２，０９８ 

（１２） 
５４２（４） 

５５０ 

（１） 
― 

菓子製造業 

（うち、生菓子類の 

大型製造施設） 

２１０（２） ５７（１） ５９（１） ― 

乳処理業 １ ０ ０ ― 

乳製品製造業 ２ ２ １ ― 

食肉製品製造業 １ １ ０ ― 

水産製品製造業 １１３ ７４ ２６ ― 

魚介類販売業 １１９ ２５ １９ ― 

魚介類競り売り業 ６ ０ ０ ― 

食肉販売業 ６６ ２７ １７ ― 

麺類製造業 ６ ５ ２ ― 

冷凍食品製造業 ８ ３ ３ ― 

複合型冷凍食品製造業 ５ ５ １ ― 

そうざい製造業 ５２ １９ １８ ― 

複合型そうざい製造業 ８ ２ ０ ― 

食肉処理業 ３ １ ０ ― 

みそ又はしょうゆ製造業 １２ ７ １ ― 

添加物製造業 ４ １ ０ ― 

アイスクリーム類製造業 １０ ７ ５ ― 

漬物製造業 ７８ ３３ ３５ ― 

その他の業種 ５７ １５ ９ ― 

計 ２，８５９ ８２６ ７４６ ― 

 

 

 



（３）改正食品衛生法に基づく届出を要する営業施設と監視指導状況（監視総数） 
 
改正食品衛生法の規定による集団給食施設、食品販売業等の営業の届出を受理し、監視指

導を実施した。 
 

業  種 施設数 監視実施件数 新規届出件数 

旧法で許可業種であった営業 

（包装済みの魚介類・食肉の販

売業、乳類販売業、コップ式自

動販売機等） 

７１３ １ ２２ 

販売業 ５３５ １２ ９４ 

製造・加工業 ２６３ ９ ６１ 

集団給食施設 １３９ ４４ １５ 

上記以外のもの ４８ ０ ５ 

計 １，６９８ ６６ １９７ 

 

 
（４）臨時食品（出店）営業調査指導状況 
 

下関市食品の臨時出店に関する指導要領等に基づく営業の届け出に際し、事前指導を
行い届出済証を交付した。また、関門海峡花火大会、馬関祭の現地指導を行った。 

 
 
 
 
 

届出書受理件数 

３６０件 



２．重点的に行う監視指導 
 
夏期、年末等の集中監視及び収去検査、集団食中毒の発生が危惧される給食施設の監視

指導他の対策業務を実施し、違反食品等に対して法に基づく所要の行政措置を行った。特
に食中毒の危険性の高い業種について重点的に監視を行った。 

 
（１） 重点業務別監視指導状況（監視総数）  
 

 
監 視 
施設数 

指 導 
件 数 

収 去 
検体数 

不 適 
検体数 

夏期食品 
一斉監視 

１００ １０ ３７ １ 

年末食品 
一斉監視 

１１１ ３５ ２９ ２ 

 
（２）集団給食施設監視指導状況（監視総数）  

 

区 分 

監 視 状 況 現 場 検 査 状 況 措 置 

指 導 

件 数 
対 象 

施設数 

監 視 

施設数 
細菌検査 洗浄度 

残留塩素 

濃度 
照 度 

学 校 ３１ ３１ ２５０ ０ ３０ １１ ３１ 

学校 

委託炊飯施設 
２ ２ ９ １ ２ ２ ２ 

医療施設 ２４ １２ １０８ ０ １２ ８ １２ 

こども園 

保育所 

幼稚園 

６４ ２１ １８６ ０ ２１ １０ ２１ 

社会福祉施設 ８１ ２８ ２５９ ０ ２８ １１ ２８ 

 
 
（３）重点食品の製造・調理施設に対する集中監視業務 

 
     管内の食中毒の危険性の高い食品を取り扱う施設を対象に、食品の収去検査等を行い

食中毒の防止に努めた。 
 

対  象 調査施設数 検体数 検査延項目数 不適数 

飲食店営業 ３７ ４７ １７７ ０ 

菓子製造業 １１ １１ ３９ ２ 

清涼飲料水製造業 ２ １０ ３０ ０ 

氷雪製造業 ２ ２ ４ ０ 

乳処理業 １ ６ ２８ ０ 

アイスクリーム類製造業 １０ １０ ２０ １ 

魚介類販売業 １７ １７ ６８ １ 

豆腐製造業 ３ ３ ９ ０ 

麺類製造業 ５ ７ ２２ ０ 



食肉製品製造業 ４ ６ ２８ ０ 

魚肉練製品製造業 ４ ５ １１ ０ 

そうざい製造業 ２ ３ １２ ０ 

水産製品製造業 ４０ ５７ １６８ １ 

冷凍食品製造業 

（旧：食品の冷凍又は冷蔵業

含む） 

３ ３ ５ ０ 

計 １４１ １８７ ６２１ ５ 

 
 

（４）フグ取扱施設等監視指導状況  
 

フグによる危害発生を未然に防止し、下関のブランドであるフグの信頼性を確保する
ため、「ふぐの処理の規制に関する条例」、 「フグ処理施設等一斉監視指導実施要領」
等に基づき、フグ処理施設等の監視指導を実施した。 

 

区  分 フグ処理施設 監視指導実施件数 

（新・旧）飲 食 店 営 業 ３８ １４ 

（新・旧）魚 介 類 販 売 業 ４３ 

 

３１ 

（旧）食品の冷凍又は冷蔵業 ８ １ 

（旧）そうざい製造業 ５ ０ 

（新）水 産 製 品 製 造 業 ５３ ９０ 

（新）複合型冷凍食品製造業 ２ ７ 

（新・旧）そ の 他 ２ １ 

計 １５１ １４４ 

 
（５）学校給食物資納入業者一斉監視状況  
 

区  分 施設数 監視票交付件数 

一 般 ７ ７ 

水 産 製 品 ５ ５ 

味噌・醤油 ８ ９ 

豆 腐 ２ ３ 

食 肉 ８ ８ 

め ん 類 ４ ４ 

乳 類 １ １ 

計 ３５ ３７ 



 
（６）みやげ品の表示一斉監視状況 
 

市内で製造、販売されているみやげ品について、食品表示法に基づく適正表示の徹底を
期すため、みやげ品製造、販売施設に対して監視指導を実施した。 

 

監視施設数 点検件数 不適正件数 

１５ ４６２ １３ 

 

 
（７）ジビエ関連施設監視状況  
 
ジビエ関連施設である食肉処理施設、加工施設、飲食店営業への監視指導を実施した。 

 

業種 対象施設数 監視件数 

食肉処理施設 ６ ２ 

加工施設 ２ １ 

飲食店営業 ９ １ 

計 １７ ４ 

 

 
（８）ノロウイルス食中毒予防施設監視状況  
 
  例年冬期にはノロウイルスによる食中毒事故が多発しているため、１１月から１月ま
での間を「ノロウイルス食中毒予防強化期間」と定め、食品取扱事業者に対する重点的
な監視指導を実施した。 

 

対象 監視件数 指導件数 

そうざい製造業 ７ １ 

飲食店営業 ２７４ ６１ 

集団給食施設 １３ ０ 

計 ２９４ ６２ 

 
 （９）HACCP指導 
 
   監視時にHACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認し、未実施の施設に対し、衛生管

理計画の作成、必要に応じた手順書の作成及び記録の保存等を実施するよう指導した。 
 
 
 （１０）地位承継（譲渡）施設の監視指導状況 
 
   許可営業者の地位が承継された施設（譲渡により当該地位を承継した場合に限る。）

２０件に対し、地位を承継した者による衛生管理が適切に実施されていること等を確認
した。 

 



３．収去等検査 
食品、添加物、器具又は容器包装について、収去検査を実施し、成分規格、使用基準に

違反する食品や表示違反食品の排除に努めた。  
  
 
（１）収去検査総数（残留農薬検査を除く） 

 

 規格・基準の検査 規格・基準以外 

検 体 数 
細 菌 検 査 理化学検査 細 菌 検 査 理化学検査 

総 数 不適 総 数 不適 総 数 不適 総 数 不適 

１９８ １３５ ２ ７３ ０ ４２５ ４ １３ ０ 

 

 スタンプ式簡易検査用培地 

検 体 数 
大腸菌群 大腸菌 黄色ブドウ球菌 

総 数 不適 総 数 不適 総 数 不適 

９１１ ２９７ ４２ ２９７ ２９ ３１７ ３０ 

 

 

（２）残留農薬検査業務   
 

   本市において生産または販売されている野菜や果物について、残留農薬の試買検査を行い

安全確保を図った。 
 

区 分 検体数 検査項目 延検査項目数 

生鮮青果 ７ 最大２１７ １，３９４ 

冷凍品 １０ １６ １６０ 

 



４．違反発見時の対応（行政処分） 
食中毒の発生あるいは監視及び収去検査結果に基づき、食品衛生法違反等が発見された

施設に対し、営業停止命令、その他必要な行政措置を講じた。 
 

区 分 

行政処分 その他 

計 営業停止 
禁止命令 

販売･移動 
禁止･廃棄 
処分等命令 

始末書 
指導票 
交付 

口頭 
説諭 

許 可 施 設 ３ ０ ５ ３０ １９４ ２３２ 

届出等施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 
 
５．食中毒等健康危害発生時の対応 
   医師等からの届け出のあった食中毒事件や有症苦情事件に際し、患者等の疫学調査、医
療機関からの聴き取り調査、及び原因施設の原因究明調査を実施した。令和６年度の食中
毒発生概要は以下のとおり。また原因営業施設が特定された３件については適切な指導を
行った。 

                                                                      
 
（１）食中毒、苦情等に係る検査状況  

                      
 

検体数 細菌 理化学 

食品 ２９ ９７ ０ 

拭き取り ４２ ９７ ０ 

検便 ５１ １７７ ０ 

 
 
（２）食中毒発生状況  
 

発生年月日 原因施設 摂取者数 患者数 原 因 食 品 病 因 物 質 措 置 

R6.8.14 飲食店 ９名 ８名 
8 月 12日に提供さ

れた食事 

カンピロバク

ター・ジェジュ

ニ 

営業停止 

(３日間) 

R6.10.1 飲食店 ８名 ２名 

9 月 28日に原因施

設が調理提供した

食事（鳥刺しを含

む） 

カンピロバク

ター・ジェジュ

ニ 

営業停止 

(３日間) 

R7.2.21 飲食店 ６名 ６名 

2 月 20日に原因施

設が提供された食

事 

ノロウイルス 
営業停止 

(３日間) 

 



Ⅱ 食品事業者による自主衛生管理の推進 
 
１．食品衛生責任者養成講習会 

「下関市食品衛生責任者の講習会及び取扱い要領」に基づき、食品衛生協会が実施する、
食品衛生責任者養成講習会等を認定した。 
 

講習会認定数 受講人員 

８回 ３７９名 

 
２．食品衛生自主管理組織育成業務 

食品業界の自主管理体制の推進と衛生思想の普及を目的とした食品衛生協会の育成・強
化を図るため、会の事業の運営に対し、助言した。 

 

 

Ⅲ 食の安心・安全対策の推進 
 
１．リスクコミュニケーションの推進 
    市民の食に対する安心感を確保し、行政への信頼を高めるため、食品衛生月間事業のイ
ベント等を通し、食品衛生の情報を提供すると共に意見交換を行った。また、個々の苦情、
相談事例に対しては適切に対応した。 

 
（１）広報活動の実施  

    ・市報「しものせき」に７件の記事掲載、市のホームページへ情報掲示 
・市政だよりテレビテロップによる放送（１件） 

    ・ポスター、リーフレットの設置等による広報宣伝 
    ・営業者向けポスター、リーフレットの配布（４４８枚） 
 
 （２）下関市食品衛生監視指導計画（案）の公開 
       下関市食品衛生監視指導計画（案）を策定し、市のホームページや保健所窓口にて
   公開し市民からの意見募集を行った。 
    期間：２月１日～３月１日 

 
 （３）食の安全ホットラインによる相談受付 

食の安全ホットラインにより、食品、添加物、営業施設等に対する苦情や相談を受
理し、原因解明のための検査、原因施設の調査指導を実施した。管外については、所
轄の保健所に通報し報告を求めた。 

 

①食品の安全性に関する苦情 

腐敗変敗 有害有毒 微生物 不潔異物 身体異常 表示 その他     計 

６ ４ ２ １１ ３２ 

 

２ ８ ６３ 
 

②施設及び従事者 

に関する苦情 

③市民からの食品衛生 

に関する相談等 

④事業者からの食品 

衛生に関する相談等 

①＋②＋③＋④ 

合 計 

３２ ８４２ ３，１０２ ４，０３９ 

 
 
（４）「食品衛生月間」事業の実施（期間：８月１日～３１日）     

・親子食品衛生教室の実施、庁舎内にポスター掲示、市報掲載による広報宣伝、街頭
での放映による広報活動 

 
 （５）正しい食の知識の普及 
   ・低年齢層向け食中毒予防啓発資材の作成配布 
 
２．表示の適正化及び自主回収の促進  
 
（１）食品表示の適正化推進  

食品表示合同（県・市）パトロールの際にスーパーマーケット等を主な対象として、
表示についての監視を実施した。 

 



区分 

監視状況 

表示に関する 

監視指導施設数 

不適正表示 

施設数 

食品表示合同パトロール ３３ ９ 

 
（２）自主回収の促進 

    食品事業者からの自主回収報告を受け、その円滑な実施のため、関係機関等に情報
提供を行った。 

 
自主回収報告受領件数：１件 

 
 

Ⅳ 関係機関との連携  
 

１．国・他都道府県等との連携 

以下の協議会や会議等を通じ、厚生労働省、農林水産省、山口県などとの連携を図った。 

（書面開催、ウェブ会議等を含む） 

 

山口県食品表示監視協議会、九州・山口政令市生活衛生主管課長会議、全国食品衛生主

管課長連絡協議会、中国地区食品衛生業務打ち合わせ会議、カネミ油症・森永ミルク中毒

担当者会議、中国四国広域連携協議会、瀬戸内沿岸観光府県市食中毒対策協議会会議、全

国健康関係主管課長会議、九州地区輸入食品衛生担当者連絡会、山口食の安心安全推進協

議会、食品衛生等申請システム担当者意見交換会、広域食中毒調査オンライン会議、食品・

乳肉衛生関係事務担当者会議、生食用牡蠣の衛生管理に関する情報共有会、機能性表示食

品制度に関する説明会、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説

明会 

 

２．検査機関の体制整備及びその連携 

  試験検査課においては、定期的な精度確認を行うとともに、検査精度の維持向上及び検

査対応能力の向上を図った。また検査体制の整っていない項目について、検査体制の整備

に努めた。 
 
３．庁内の連携 

  以下の協議会や会議等を通じ、連携を図った。 

・下関市学校給食委員会 ５回 

 

 

Ⅴ 食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上  
 

１．食品衛生監視員研修 

食品衛生監視員を以下の研修等に派遣し、人材の育成及び資質の向上を図った。 

（書面開催、ウェブ研修等を含む） 

 

食品安全行政講習会、都道府県等食品表示担当者研修、全国食品衛生監視員研修会、

HACCP システムに係る講習会、中国地区食品衛生監視員研究発表会、食品・乳肉衛生関係

業務研修会、対米・対 EU 輸出水産食品に係る指名食品衛生監視員養成講習会、自治体職

員向け食肉及び水産食品の輸出に関する研修会、食品安全担当職員研修会 

 

２．検査担当職員研修 

検査担当職員を以下の研修等に派遣し、人材の育成及び資質の向上を図った。 

 

中・四国中核市衛生検査関係課協議会、食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修



会、遺伝子検査研修 

 

 

Ⅵ その他  

 
１．輸出食品に関する衛生証明書の発行 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則に基づき、輸出時に必要となる

衛生証明書を発行した。 
 

シンガポール 中国 

６４ ０ 

※中国：輸出停止中のため発行なし 

 


